
区分所有法制改正案に関連する近時の裁判例紹介

弁護士・マンション管理士 土屋賢司



１ 区分所有法改正案概要
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２ 区分所有法改正案に関連する近時の裁判例
①共用部分に係る損害賠償請求権等

・東京地方裁判所令和4年1月19日判決（ウエストロー・ジャパン）

・管理組合が大規模修繕業者に対して外壁タイル工事の瑕疵を根拠に損害

賠償請求等を求めた事案。大規模修繕業者は、管理組合の代表者の権限

（個々の区分所有者からの授権）を争ったが、裁判所はこれを認めた。

・【被告の主張】原告Ｘ２の請求を却下するとの裁判を求める。

原告Ｘ２が区分所有法に定める管理者であるかは疑問がある。

また，仮に管理者に該当するとしても，原告管理組合の管理規約には集会の決議

によらずに管理者が訴訟追行をすることができるとの規定がなく，かつ，原告Ｘ

２に対し本件訴訟追行をするための集会の授権決議（区分所有法２６条４項）が

欠けている。
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○共用部分に係る損害賠償請求権等の行使の円滑化

共用部分について損害賠償請求権等が発生した後に一部の区分

所有権が転売されても管理者が請求権を代理して行使できる制度

の創設を検討

〈例〉マンションが新築されてから訴訟になるまでの経過

１）販売会社が土地を取得

２）販売会社が建築会社にマンションの建築を発注（→竣工）

３）販売会社が分譲（→新築分譲時の区分所有者）

４）中古売買（→中古取得の区分所有者）

５）大規模修繕工事に向けた調査診断で外壁タイルの瑕疵（異常な

浮き率）が判明

６）管理組合（区分所有者）が建築会社に対して損害賠償請求

７）建築会社「被害者は新築分譲時の区分所有者では？」
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２ 区分所有法改正案に関連する近時の裁判例
②所有者不明、管理不全の専有部分の財産管理

・東京地方裁判所平成30年10月24日判決（ウエストロー・ジャパン）

・区分所有権競売請求事件（いわゆる59条競売事件）。管理費等を滞

納した区分所有者について、資力回復等による支払いが見込まれない

ことから、管理組合による当該住戸の競売が認められた事案
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判決文抜粋

ア Ａによる区分所有権の取得

Ａは、平成１７年１月２４日，本件不動産を売買により取得し本件マンションの区分所有者と

なった。これにより，Ａは，管理組合に対し，管理規約に基づき，管理費及び修繕積立金（以下，

総称して「管理費等」という。）の支払義務を負うこととなった。

イ Ａに対する管理費等請求訴訟

Ａは，平成１９年４月分から平成２７年５月分までの管理費等１６７万２６８０円を滞納したた

め，管理組合は御庁に管理費等請求訴訟を提起した。

Ａは答弁書その他の準備書面を裁判所へ提出しなかったため、平成２７年９月２９日、判決によ

り、管理費等、遅延損害金、諸費用の合計として２８５万２７６５円及び内金１６７万２６８０円

に対する平成２７年５月２９日から支払い済みまで年１４．６％の割合による金員の支払いを命じ

られた。

ウ Ａの預金債権に対する債権差押命令申立ての検討

その後，管理組合は上記判決に基づき，Ａ名義の預金口座の差し押さえを検討したが、預金口座

が判明せず、差し押さえによる回収はできなかった。

その後、前記判決がなされているにもかかわらず、現在に至るまでＡからの支払いは一切ない。
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判決文抜粋

エ Ａに対する５９条競売訴訟の提起

上記の経緯で、原告はＡに対し、平成２９年１月２９日付けで区分所有権競売を提起した（以下

「前訴」という。）。

しかし、前訴提起後にＡが急性硬膜下血腫で入院し、訴訟能力を喪失していることが判明した。

そこで、前訴については平成２９年７月６日に特別代理人が選任された上で、平成２９年１０月

３１日に原告による区分所有権競売の申立てを認める旨の判決が下された。

オ Ａが死亡していることが判明したこと

前訴判決に基づき、本件不動産について競売を申し立てるための準備を進めていたところ、前訴

の特別代理人選任前の平成２９年６月１５日にＡが死亡していることが判明した。

そして、亡Ａの相続人である訴外Ｂと、訴外Ｃは、平成２９年８月１６日付けで相続放棄の申述

が受理されており、相続人は存在しないことも判明した。これにより、本件不動産は、被告（亡Ａ

相続財産法人）に帰属することとなった。

したがって、いずれにせよ前訴判決は存在しない当事者（亡Ａ）に対してなされたものであり、

無効な判決となった。
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○所有者不明の専有部分の管理制度
● 所在等不明区分所有者の専有部分は適切に管理されず、建物の管理に支障

▶所在等不明区分所有者の専有部分の管理に特化した新たな財産管理制度の創設を検討

○管理不全の専有部分・共用部分の管理制度
● 専有部分や共用部分が適切に管理されないことによって危険な状態になることも

▶管理不全状態にある専有部分や共用部分の管理に特化した新たな財産管理制度の創設を

検討

〈関連問題〉

１）区分所有者の所在不明（連絡付かず。ホーム等へ入所？入院？）

２）区分所有者の生死不明（親族にも連絡付かず）

３）区分所有者の判断能力不明（認知症？メンタルヘルス問題？）

４）区分所有者の相続人不明（親族にも連絡付かず）

５）区分所有者の相続人不存在（法定相続人が相続放棄）
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３ 標準管理規約や各種ガイドラインの対応
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以上

ありがとうございました。
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